
　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
い
つ
ま
で
も
健
康
で
生
き
が
い
を
持
っ

て
、
毎
日
元
気
に
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
「
高
齢
者
介
護
予
防
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

「
で
あ
い
・
こ
う
か
八
景
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
」
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
、
写
真
在
中
の

封
筒
が
届
く
た
び
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
開
封

し
て
い
ま
す
。

応
募
作
品
が
全
て
並
ん
だ
審
査
会
で
は
、

審
査
員
と
し
て
参
加
し
た
甲
賀
市
を
担
当
す

る
記
者
さ
ん
も
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と

は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
様
々
な
風
景
に
驚
い

て
い
ま
し
た
。

今
年
も
桜
の
季
節
が
め
ぐ
り
、
気
持
ち
を

新
た
に
皆
さ
ん
に
負
け
な
い
よ
う
市
内
の
素

敵
な
風
景
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
笑
顔
を
伝
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�

い

＊甲賀市の将来像＊
「人�自然�輝きつづける�あい甲賀」

まちづくりの5つの目標
●�生活の安心感をみんなで育てる
●�自然環境を大切にし、暮らしの豊かさにつなぐ
●�安全で快適な生活の基盤を整え、まちの活力を高める
●�地域の特性を活かし、元気な産業を伸ばす
●�たくましい心身と郷土への誇りをもつ人を育てる

甲賀市総合計画基本構想

55月
５月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

水口図書館 休 休 話 休 休 休 休 話 閉 休 休 話 休 休

土山図書館 休 休 話 話 休 休 休 休 閉 話 休 休

甲賀図書情報館 休 休 休 休 話 休 休 休 休 話 話 閉 休 休

甲南図書交流館 休 休 話 休 休 休 休 話 話 休 休 閉

信楽図書館 話 休 休 話 休 休 休 休 閉 話 休 休

休�休館日　　　閉�整理のための閉館日　　　話�おはなし会　　　話�乳幼児向けおはなし会

行事予定

甲賀市図書館カレンダー

日 時 内容・備考 場所

映画会

18 日 11:00～11:15 ふるるこどもえいがかい「くじらぐも」 甲南図書交流館

18 日 14:00～15:50 ふるる日曜名画座「みすゞ 」 甲南図書交流館

25 日 14:0０～16:25 日曜映画会「少林サッカー」 甲賀図書情報館

対面朗読
２ 金 13:30～15:30 ＊要予約 甲南図書交流館

16 金 13:30～15:30 ＊要予約 甲南図書交流館

その他 6 火 ①11:00～ 11:30
② 14:00～ 14:30 子ども読書の日記念日「おはなしわくわく」 甲賀図書情報館

※おはなし会の時間や内容、移動図書館の情報については、
　お問い合わせいただくか甲賀市図書館ホームページ（http://lib.city.koka.lg.jp/）をご覧ください。

　心に残る本に出会ったとき、
その感動を誰かに伝えたいと
思ったことはありませんか。
　図書館では、子どもたちに
読書の楽しさや、それを表現
し共有する喜びを知ってもら
うため「こんな本よんだよ～
おはなしの絵をかこう～」を
昨年度に引き続き実施します。
　本を読んで感じたことや誰
かに伝えたいと思ったことを
自由に絵と感想文で表現して
ください。
　対象は小学生まで。応募の
締め切りは5/18（日）です。
画用紙は図書館で配布してい
ます。応募作品は市内の図書
館で順次巡回展示を行う予定
です。応募方法などの詳しい
ことはお近くの図書館にお問
い合わせください。

ら らい ぶ り ん
～読書の楽しさ伝えよう
　　　４月２３日は

子ども読書の日です～

　
住
基
カ
ー
ド（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）で

は
、
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
、

戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
各
種
証
明
書
を
自
動
交

付
機
か
ら
取
得
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
今
後
さ
ら
に
多
く
の
皆
様
に
住
基
カ
ー
ド

を
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
発
行
手
数
料
の

無
料
化
を
平
成
27
年
12
月
末
日（
予
定
）（
社

会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
よ
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
期
日
前
）ま
で
延
長
し
ま
し
た
。

　県では、「近江の美知普請」と名付けて県民の皆さんや県な
どが協働して道路管理に取り組んでいます。
　道路愛護活動事業では、地域で行う県道の植栽剪定や路肩
の除草・清掃などの維持管理作業に対し、活動した面積に応じ
補助を受けられます。

■対象／自治会・ＰＴＡ・老人会などの 10人以上の団体
■活動内容／
　植栽管理（剪定・除草・花の植えつけ等）や路肩の除草（県
道路肩の除草および散在性ゴミの除去・清掃等）を年数回
実施
※金額には上限があります
※�補助の申請など詳細については下記までお問い合わせくだ
さい

■
延
長
窓
口
で
も
申
請
で
き
ま
す

　
延
長
窓
口
を
実
施
し
て
い
る
毎
週
火
曜

日
17
時
15
分
～
19
時（
祝
日
を
除
く
）は
住

基
カ
ー
ド
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

住
基
カ
ー
ド
発
行
手
数
料
の
無
料
期
間
延
長

問い合わせ

市
民
課　
戸
籍
住
民
係

☎
6
5‐０
６
８
３
／
6
５‐６
３
３
８

県道の維持管理作業を
行う団体に補助

－近江の美
み

知
ち

普
ぶ

請
し ん

－

問
い
合
わ
せ

滋賀県甲賀土木事務所
道路計画課維持補修担当
☎ 63‐6160

皆
さ
ん
も
参
加
し
ま
せ
ん
か

【
対
象
者
】

　
65
歳
以
上
の
市
民
で
、
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

【
活
動
場
所
】

　
市
内
指
定
の
介
護
保
険
適
用
施
設
・
障
が
い
者
施
設
・
N
P
O
法

人
の
農
園
な
ど

【
活
動
内
容
】

　
話
し
相
手・傾
聴・配
膳
下
膳・施
設
内
外
の
清
掃・催
事
や
レ
ク
レ
ー
シ
ョ

ン
手
伝
い
・
特
技
披
露
・
農
作
業
・
日
曜
大
工
な
ど

【
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
】

　
市
内
指
定
の
活
動
場
所
（
受
入
機
関
）
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
、
そ
の
活
動
時
間
に
応
じ
て
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
は
、
年
度
末
に
ポ
イ
ン
ト
数
に
応
じ
て
市
の

特
産
品
と
交
換
で
き
ま
す
。

※�

ポ
イ
ン
ト
の
上
限
は
、
１
日
２
ポ
イ
ン
ト
、
年
間
50
ポ
イ
ン
ト
ま

で
で
す
。

【
登
録
方
法
】

　
長
寿
福
祉
課
地
域
支
援
係
で
登
録
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

あ
ら
か
じ
め
、
指
定
の
研
修
会
を
受
講
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

問い合わせ

長
寿
福
祉
課　
地
域
支
援
係

☎
6
5‐０
６
９
９
／
6
３‐４
５
９
１

参加者の声

◉
人
に
喜
ん
で
も
ら
え
て
嬉
し
い

◉
色
々
な
人
と
出
会
え
て
楽
し
い

◉
待
っ
て
く
れ
て
い
る
人
が
い
る
と
思
う
と
励
み
に
な
る

高
齢
者
介
護
予
防

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ポ
イ
ン
ト
制
度

編集・発行
●甲賀市役所
　〒528-8502�甲賀市水口町水口6053番地
　☎0748－65－0650　 0748－63－4554
●甲南庁舎（甲賀市甲南町野田810番地）
◯上下水道部
　☎0748－86－8000　 0748－86－8032
◯教育委員会
　☎0748－86－8002　 0748－86－8380
●市民窓口センター（甲賀市水口町水口6053番地）
　☎0748－62－1621　 0748－63－4086

●土山地域市民センター（甲賀市土山町北土山1715番地）
　☎0748－66－1101　 0748－66－1564
●甲賀大原地域市民センター（甲賀市甲賀町相模173番地４）
　☎0748－88－4101　 0748－88－3104
●甲南第一地域市民センター（甲賀市甲南町野田810番地）
　☎0748－86－4161　 0748－86－8029
●信楽地域市民センター（甲賀市信楽町長野1203番地）
　☎0748－82－1121　 0748－82－3415
※�上記4つの地域市民センターは、旧支所の地域市民センターで、従来の
　支所機能を有します。

業務時間／8時30分〜17時15分（窓口延長日を除く）

22平成 26年 4月15日23 平成 26年 4月15日


